
 

 

【2021年度（第 5回）中国大学サッカー新人戦 要項】 

 

１．名  称   2021年度（第 5回）中国大学サッカー新人戦 

 

２．主  催   一般社団法人中国サッカー協会  

３．主  管 中国大学サッカー連盟 

 

４．日  時   2021年 9月 1日（水）、8日（水）、11月 6日（土）、13日（土） 

         予備日：11月 20日（土） 

 

５．会  場   各大学とする。準決勝及び決勝についてはシード順により決定する。 

 

６．参加大学   徳山大学 広島修道大学 広島経済大学 広島文化学園大学 広島国際大学 

広島大学 福山大学 福山平成大学 吉備国際大学 環太平洋大学 

 

７．参加資格   本大会出場資格チームは、（公財）日本サッカー協会並びに（一財）全日本大 

         学サッカー連盟、中国大学サッカー連盟に登録されている単独の大学の1年生 

及び2年生を以って構成されたチームであって、次の資格を有するチームに限 

る。 

（１）本年度の加盟登録手続きを完了した会費納入済みのチームに限る。 

（２）参加する選手は、（公財）日本サッカー協会に大学登録した選手及び社会 

人登録している選手（ただし全国大会では大学登録への変更が必要）。 

登録人数は制限をしない。 

（３）追加登録については、試合の６日前までに手続きを行うことにより出場可 

能とする。資格としては上記（１）（２）を満たしていることとする。 

 

８．組合せ    前年度の中国大学サッカー新人戦及び中国大学サッカーリーグの戦績を基に中 

         国大学サッカー連盟が決定する。 

 

９．試合方法  （１）トーナメント方式により、優勝チームを決定する。 

（２）試合時間は 90分とし、勝敗の決定しない場合は以下のとおりとする。 

① 1回戦と 2回戦については、ペナルティーキック方式により決定する。 

② 準決勝及び決勝戦については、30 分の延長戦を行い、決しない場内はペ

ナルティーキック方式により決定する。 



 

 

（３）試合の競技規則は当該前年度（公財）日本サッカー協会規定の競技規則によ 

る。ただし交代については、競技開始前に登録した最大 9名の交代要員の 

中から 5名までの交代が認められる。また延長戦については、さらに 1名 

の交代を追加で認める。なお外国人登録選手は 1試合 3名までとし、出場 

も常時 3名までとする。 

        （４）試合中審判により退場を命じられた選手は、次の試合に出場することがで 

きない。その後の処分については、中国大学サッカー連盟規律委員会におい 

て決定する。 

        （５）各試合を通じて主審より警告を 2回受けた選手は、次の 1試合に出場す 

ることができない。 

 

１０．試合運営  中国大学サッカーリーグの運営要綱と同様に行う。 

 

１１．本部業務  中国大学サッカーリーグの運営要綱と同様に行う。 

 

１２．審  判  1・2 回戦については、主審及び第 4 審をホームチームが担当する。副審は相互

で 1名ずつ担当する。（主審：3,000円、副審：1,500円、第 4審：1,000円） 

         準決勝・決勝については、3名の審判派遣を依頼する。第 4審はホームチームが

担当する。（主審：7,000円、副審 4,500円、第 4審：2,000円） 

 

１３．参加経費  この大会に参加するための経費については、参加する各大学の負担とする。 

 

１４．大会参加費 １３，０００円 

（大会終了後に担当した審判代を差し引いて各チームに請求する。） 

 

１５．表彰・権利 （１）チーム表彰：優勝・準優勝 

         （２）個人表彰：大会 MVP（優勝チーム監督の推薦により優勝チームから決定） 

（３）この大会の優勝チームは、中国地域代表として全日本大学サッカー新人 

戦に出場する権利と義務を得る。 

 

◎提出先および問い合わせ先 

〒729-0292 広島県福山市学園町 1番地三蔵 福山大学 1号館 2階 学務部就職課 

中国大学サッカー新人戦 事務局  木村 友哉 

Mail：t.kimura@fukuyama-u.ac.jp  



 

 

大学 TEL：084-936-2111（代表） 

携帯 TEL：080-5128-5552 

 

１６．懲罰権   公益財団法人日本サッカー協会「懲罰規定」に則り、大会規律委員会を設置 

し、本大会における懲罰事案について、一般社団法人中国サッカー協会から 

懲罰権の委任を受けた同大会規律委員会が懲罰を科すものとする。大会規律 

委員会とは、中国大学サッカー連盟規律委員のこととする。 

 

１７．新型コロナウイルス感染症への対策及び試合実施可否の判断 

        （１）全試合無観客試合とする。 

        （２）新型コロナウイルス感染症への対策については別紙「新型コロナウイル 

ス感染症対策ガイドライン」を参照。 

これに伴い、各チームにおいては感染対策を統括する「感染対策責任者」 

を設置し、「感染対策責任者」は試合当日に会場へ引率・帯同すること。 

〈※注〉「感染対策責任者」とは各大学の監督・部長・顧問や大学から委嘱 

されたコーチなど、原則として各大学に認知されたものであること。 

（３）新型コロナウイルス感染症の罹患者が出た場合の試合実施の対応について 

は、以下のとおりとする。 

① チーム内で発生した場合 

大学側が活動休止要請をしない場合は、以下に沿って対応する。 

１）保健所より当該チーム内でのクラスター認定を受けた場合は、活 

  動を一時停止し、試合はクラスター認定日から 2週間分を中止と 

し、それ以降の対応については当該チームの活動状況をもって理 

事長が判断する。 

              ２）保健所より当該チーム内でのクラスター認定を受けなかった場 

合は、1週間以内に実施される試合は中止とし、それ以降の対応 

については当該チームの活動状況をもって理事長が判断する。 

② 大学関係者または学生にて発生し、チーム内で発生していない場合 

１）大学側が活動休止要請をしない場合は、通常通り試合を実施する。 

２）大学側が活動休止要請をした場合は、その要請に沿い当該試合を 

中止とし、それ以降の対応については当該チームの活動状況をも 

って理事長が判断する。 

（４）新型コロナウイルス感染症の影響により試合が中止となった場合、当該試 

合の延期試合は開催しない。その場合の取扱いについては、当該試合の中 



 

 

止原因に応じて以下のとおりとする。 

１）双方のチームの責に帰すべき事由によらず、不可抗力により中止

となった場合は引き分けとし、抽選により決定する（抽選は、オ

ンラインで各チーム代表者・理事長・事務局の立会いのもと実施

する）。 

２）一方のチームの責に帰すべき事由により中止となった場合はその

帰責性あるチームが不戦敗（帰責性のないチームが不戦勝）。 

         （５）その他の規定に関しては、2021年度中国大学サッカーリーグ運営要綱に 

準ずることとし、何か不測の事態が起きた場合には、理事会の判断に委

ねる。 

 

◎大会本部 

〒729-0292 広島県福山市学園町 1番地三蔵 福山大学内 

中国大学サッカー連盟 理事  的場 千尋 

Mail：cmatoba1980@gmail.com 

大学 TEL：084-936-2111（代表） 

携帯 TEL：090-7377-0951 


